
子育ての孤立感  

○ 子育てに関する孤立感を感じる母親の割合は高い（特に専業主婦）。  
○ 孤立感を解消するために求められているのは、「育児から解放されて気分転換する時間」、「話せる相手」  
「相談できる相手」、「パートナーの子育ての関わり」等が上位を占めている。  
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（資料）平成18年度子育てに関する意識調査報告書  
21  

子育ての負担感   

○ 専業主婦家庭の方が、子育ての負担が大きいと感じる者の割合が高い。  
○ 負担感の内容を見ると、「自由な時間が持てない」「身体の疲れ」「気が休まらない」が上位を占める。  

第ト2－35図 子育ての負担感の状況   

女性の子育ての負担感   

0％  20％  40％  60％  80％ 100％  
夫婦で薫Lむ  

時間がない  

子育てで   
出費責紬、手む  

∃臓せないので  
気か休まらない  

子育てによる  
身件の軌か多い  

自分の自由な  
馬油鵬てない  

片親のみ就労等  

（資料）（財）こども未来財団「平成12年慶子育てに関する  

意識調査事業調査報告書」（平成13年3月）  
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現行の認可保育所のサービス提供の仕組み  

（現行の認可保育所の利用方式）  

○ 現行制度における認可保育所の利用方式は、  
①保護者が、市町村へ入所希望保育所等を記載の上、申込みを行い、  

②市町村において、対象児童が「保育に欠ける」か否かを判断した上で、保護者の入所希望を踏まえ、   

市町村が保育所を決定する仕組み。   

（市町村に対する保育の実施義務）  

○このような仕組みは、現行制度が、市町村に対して、認可保育所において保育する義務（鋼  

皇謹上王墓辺、この五虹村による保育の実施義務の履行（公立保育所において自ら実施するか、私立保育所へ委託）を通じ≡   

保崖者に認可保育所が利用される仕組みであることと密接に関連。  

（※市町村は、自ら（公立保育所）による保育の実施費用を負担、又は、委託費（私立保育所）を支払い。）  

「  保育所（認可保育所  

可指導監 等  

（保育の実施義務の例外）  

○また、現行制度における市町村の保育の実施義務には、「付近に保喜所がない等やむを得ない事由があぁヒき   

は、その他の適切な保護をしなければならない」とする例夕1が設けられている。   
※「やむを得ない事由」‥一地域の保育所（認可保育所）全体を通じて受入れ能力がない場合を含む   

※「その他適切な保護」‥∴家庭的保育のほか、認可外保育施設のあっせんも含む   
※なお、市町村の保育の実施に要する費用は、公立保育所については一般財源化（市町村の地方交付税等の一般財源により負担）されているが、   

私立保育所については負担金（国及び都道府県が一定割合を義務的に負担する仕組み）となっており、市町村に対する保育の実施義務とその財源   
確保は切り離すことのできない関係にあることに留意。   

（認可の裁量性）  

○ さらに、市町村の保育の実施義務を履行する受け皿となる保育所の認可制度には、認可権者である都道府県   
に、既存事業者の分布状況等を勘案した上で設置が必要かどうかを判断する裁量が比較的広く認められてい   

る。（→※次回の検討課題）  

《参考》  

◎ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）（抜粋）  

第二十四条 市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護   

すべき乳児、幼児又は第三十九条第二項に規定する児童の爆音に欠けるところがある場合において、保護者から申込   

みがあったときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを   

得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。  

2 前項に規定する児童について保育所における保育を行うこと（以下「保育の実施」という。）を希望する保護量   

蛙、厚生労働省令の定めるところにより、入所を希望する保育所その他厚生労働省令の定める事項を記載した申込書   

を市町村に提出しなければならない。この場合において、保育所は、厚生労働省令の定めるところにより、当該保護   

者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。  

3 市町村は、－の保育所について、当該保育所への入所を希望する旨を記載した前項の申込書に係る児童のすべて   

が入所する場合には当該保育所における適切な保育の実施が困難となることその他のやむを得ない事由がある場合上三   

おいては、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考することができる。  

4■ 5 （略）  
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他の社会保障制度（医療・介護・障害）による  

サ1ビス提供の仕組み  
（給付の必要性・量の判断・それに応じた受給権）  

○ 他の社会保障制度（医療一介護・障害）においては、  
・診察に当たる医師又は行政（市町村）が給付の必要性・量の判断を行い、  

・利用者は、当該判断の範囲内におけるサービス利用について、保険者又は行政（市町村）から造血を   
受ける権利を有しており、基準を満たした保険医療機関又は指定車業者からサービス提供を受ける  

仕組みとなっている。   

（公定価格）  

○ なお、サービス費用については、公定価格となっており、保険者・市町村による給付は、（利用者に代理して）保   
険医療機関又は指定事業者が請求・受領する形式。  

規制を極力少なくしたサービス提供の仕組みの例  

○ 規制の極めて少ないサービス提供の仕組みの例としては、例えば、以下のような方式が考えられる。  
（丑 利用者は、市町村ヘサービスの希望を申請  

② 市町村は、サービスの必要度に応じ給付（利用券又は現金）  

③ 事業者は価格を自由に設定し、サービス提供。   
（※利用券が充当可能な事業所については、限定しない方法も、一定の基準を満たした手旨定事業者のみとする方法も、いずれも考えられ   

る。）  

④ 利用者は、選択した事業者に対し、利用券等に自らの負担を上乗せし、利用料を支払い。  
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（参考）サービス提供の仕組みの比較  

（参考1）   （参考2）  

現行の認可保育所の  他の社会保障制度   極力規制をなくした  

サービス提供の仕組み   （医療・介護・障害）による   サービス提供の  

サービス提供の仕組み   仕組みの例   

（1）サービス・給  市町村に対する保育の実施義務  ・個人に（2）の判断の範囲内の   一個人にサービスの必要度に応   

付の僅障   （※地域の保育所の受入能力が  じた一定額の受話合権  

ない等やむを得ない場合は、  

「その他適切な保護」で足りる   

とする例外有り）   費の給付義務   応じた一定額の給付義務   

（2）給付の必要  市町村において「保育に欠け   診察に当たる医師又は行政（市  市町村において、サービスの   
性・量の判断   る」か否か、及び、優先度につ  町村）が給付の必要性・給付量  必要度を判断。  

いて判断。  又は上限量を判断   

（※受入保育所の決定と一体的  

に実施。）  

（3）サービス選   ・基準を満たした認可保育所の  ，基準を満たした保険医療機関  ・基準を満たした指定事業者   
択・利用方法   中から選択（※定員を超える   又は指定車業者の中から選択  の中から選択、又は、市中の   

（契約関係）   場合は市町村が公平な方法で  提供者から自由に選択  

選考。）  ・利用者が指定事業者と契約  

・利用者が事業者と契約  

・利用者が市町村へ、入所希望  
保育所を記載の上申込み  

（参考1）   （参考2）  

現行の認可保育所の  他の社会保障制度   極力規制をなくした  

サービス提供の仕組み   （医療・介護・障害）による   サービス提供の  

サービス提供の仕組み   仕組みの例   

（4）サービスの  公定価格   公定価格   自由価格   

価格   （※国が地域等に応じ市町村へ  （※国が診療行為やサービス毎．  （※事業者が自由に設定）  

交付する「保育所運営費負担   等に応じた責用額を定めてい  

金」を定めている。）   る。）   

（5）給付方法   ■市町村が保育所へ、委託費   ・保険者による現物給付   ・利用者に一定額の利用券又は   

（補助方式）   （運営費）を支払い。   又は  現金を給付。  

市町村が利用者に費用の一定割  

合を給付。  （利用券の場合）事業者が市  

（※実際の資金の流れとしては、保  
険医療機関又は指定車業者が（利用  
者に代理して）保険者（市町村）に  
請求・ 受領。（代理受領））   

（6）利用者負担  ・市町村が保護者から所得に応  ・保険医療機関又は指定事業者  ・事業者が利用者から自由に設  
じた利用料を徴収   に利用者がサービス費用の一定  定したサービス価格から、利  

割合を支払い   用券支給額（定額）を控除し  

（※所得に応じた負担の上限有  た額を徴収  

リ。）   （一→※利用者負担が増大し、所得に  

よって利用機会が十分保障されない  

可能性）   
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（参考）他の社会保障制度のサービス提供の仕組み  
医療（療養の給付）   介護保険   障害（自立支援給付）   保育（認可保育所）   

（1）サービ   ・保険者に患者（被保険  ・個人に要介護認定の範  ・個人に市町村による給付  ・市町村に「保育に欠け   

ス・給付の  者）に対する療養の給付を  園内のサービス費用の受  決定の範囲内のサービス  る」児童に対する保育の   

保障   義務付け（現物給付）  給権  費用の受絵権  実施を義務付け  

（※地域の保育所の受入能  

力がない等やむを得ない場  
・保険者が指定医療機関   ・市町村に要介護認定の   ・市町村に給付決定の範     合は、「その他適切な保  

護」で足りるとする例外有   に対し、被保険者に対する  範囲内のサービス責用の  園内のサービス費用の－  
保険診療を委託   一定割合の給付義務   定割合の給付義務   り）  

・市町村は自ら保育を実  

施（公立保育所）、又は委  

託（私立保育所）   

（2）給付の必  サービス提供者（診察に当  保険者（市町村）において、   市町村において、全国統  ・市町村において、条例   

要性・量の  たる医師）が給付の必要  全国統一の基準に基づく  －の基準に基づく障害程  で定める基準により「保育   

判断   性，給付量を判断   要介護認定により、給付の  度区分認定や、障害者を  に欠ける」か否か（サービ  

必要性・上限量を決定   取り巻く環境等を勘案して、  

給付の必要性一給付量を  
決定   （受入保育所の決定と－  

体的実施。）   

（3）サービス  ・基準を満たした保険医療  ・基準を満たした指定事業  ・基準を満たした指定事業  ・基準を満たした認可保   

の選択  機関の中から選択   者の中から選択   者の中から選択   育所の中から選択（※定員  

利用方法  
を超える場合、市町村が公平  

な方法で選考。）  
（契約関係）            ・患者（被保険者）が保険  ・利用者が指定車業者と  ・利用者が指定事業者と  

医療機関と契約   契約   契約  
・利用者が市町村へ、入  

所希望保育所を記載の  

上、申込み  

医療（療養の給付）   介 護   障 害   保 育   

（4）サービス  公定価格   公定価格   公定価格   公定価格   

の価格   （※国が診療行為毎等に  （※国が地域等に応じサー  （※国が地域等に応じサー  （※国が地域等に応じ市  

貴用額を定めている。）   ビス毎に費用額を定めて  ビス毎に費用額を定めて  町村へ交付する「保育所  

いる。）   いる。）   運営費負担金」を定めて  

いる。）   

（5）給付方法  保険者が（現物給付の委  保険者（市町村）は利用者  市町村は利用者に、サー  ・市町村が保育所へ、委   

（補助方式）  託先である）保険医療機関  に、サービス費用の9割を  ビス費用の9割を給付（利  託費（運営費）を支払い。  
に対し、給付に要する費用  用者補助）。  

を支払い  

（※実際の資金の流れとし  

（※なお、医療保険の中に   

は、療養費払い（償還払  者に代理して保険者（市  者に代理して市町村に請  

い）も併存。）   町村）に請求・受領。（代  

理受領））   

（6）利用者負  保険医療機関が、患者か  指定事業者が、利用者か  指定車業者が、利用者か  市町村が保護者から所   

担   ら、一部負担（被用者本  ら、サービス費用の1割を  らサービス費用の1割を徴  得に応じた利用料を徴収  

人については費用の3害リ  徴収（※所得に応じた負  収（※所得に応じた負担の  

等）を徴収（※所得に応じ  上限有り）   

た負担の上限有り）   
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医療（療養の給付）   介 護   ロヌ．   障 害   保 育   

（7）事業者参  ・保険医療機関の指定拒  ・指定事業者の指定拒否  ・指定事業者の指定拒否  ・保育所の認可拒否には   

入   否事由は法定されている  事由ば法定されている  都道府県の裁量性が認  

められている（既存車業  

（指定拒否事由の概要）   

■ 当該医療機関に、指定  申請者が   申請者が  

取消など不正が認められ   ・法人格が無い   ・法人格が無い  
る  

・基準に適合しない  ・基準に適合しない  

・開設者又は管理者の  ・刑罰や不正行為等が  ・刑罰や不正行為が  
刑罰や不正行為が認めら  

れる  
認められる  認められる  

場合に指定拒否事由に  
該当。  該当。  

該当。  

※なお、病床数（入院  
※なお、居住系サービス  

ベッド数）については、都道  
については、都道府県又  

府県が医療計画において  
は市町村が事業計画にお  

いて定める必要量を超え  
定める基準量を超えるもの として勧告を受けた場合は 

、  

保険医療機関の指定の拒  
の指定拒否が可能。   

否が可能。  
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医療（療養の給付）   介 護   障 害   保 育   

（8）情報開   ・医療機関に都道府県に  ・指定事業者に都道府県  ・情報開示に関する制度  ・情報開示に関する制   

示・第三者  対する一定の事項（医療  に対する一定の事項（従  は特になし   
評価   

度は特になし  

従事者の数、治療結果  業者の数、経験年数等）  
情報等）の報告が求めら  

れており、都道府県が  
・第三者評価の受審は努  

一括して公表  て公表  
力義務   努力義務   

・第三者評価の受審は任  

意（上記の情報開示に  

係る報告事項の対象）   は第三者評価の受審を  

義務付け  
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現行の保育所の認可の仕組み  

（現行の保育所の認可の仕組み）  

○ 現行制度では、  
・五虹盤が認可保育所を設置しようとする場合は、都道府県知事への昼也  

市町村以外の暑が認可保育所を設置しょうとする場合は、都道府県知事による認可  

を経ることとされている。   

○ 都道府県知事は、市町村以外の者から認可の申請があった場合、都道府県及び市町村による保育需要に   

関する現状分析と将来推計を踏まえ、申請への対応を検討すること（「保育所の設置認可等について」平成十二年児発第二   
九五号通知）とされており、認可の可否に関する裁量が比較的広く認められている。   

○ なお、主体制限については、平成12年に撤廃されており、株式会社やNPO法人の参入も可能。   

ただし、施設整備補助は対象外とされている。  

（認可の効果）  

○ 現行制度では、市町村に認可保育所における保育の実施義務を課した上で、認可保育所における保育の   
実施に要する費用を市町村が支弁するものとされている。   
（※ 市町村が支弁した保育所運営費の負担割合は、  

■ 公立保育所は市町村10／10、  

・私立保育所は国1／2、都道府県1／4、市町村1／4。）   

○ 認可保育所となることの主たる効果は、この市町村による保育所運営費の支弁にある。   

○ また、認可保育所には、児童福祉施設最低基準の遵守が求められている。【→資料4 P24】  

（保育の「実施義務の例外」との関係）  

○ 一方で、現行制度における市町村の保育の実施義務には、地域の保育所全体を通じて受入能力がない場合   

を含め、「付近に保育所がない等やむを得ない事由があるとき」は、認可外保育施設のあっせんを含む「その他   

適切な保護」で足りるものとされていることもあり（→※第12回（9／30）の課題）、待機児童がいる市町村の場合で   

必要な基準を満たしている場合であっても、認可されないことがあり得る。  

（参考）  

〕二：設置壬法談鼠盈激温軋阻敵組⊥乳酪組敷蛙．L月現在）  

プ抽町市・社孟趨誼j義人抜外昭多捜な主体による撫育周旋可打法乱1程度別認可艶之 

苧塩漬人  買無ご去人  NPO L嚢濡卜株式   個人  一宮爪・他  竃寸 i   
に   吊  i   日  ヨ  R   ヨ   ウ「   ー仙 

10   
d  

l∴   巧  已   5   lF   てD   ．亡   甲j  
てト   ▼つ 十   「U   プ   §  Iり  q   口  扉！  

▲1   ：1      仁  8  1了 【「望  0   E？   
－：ニt   

3与  5  ’宣    2・l  5   る  ！iロ   

て       つt さ＋ －  l 房   3  ウ   rl 上   Gブ   

＝  コ   ！  

§  つ7  38   1 2   1亡～   
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現行の保育所に対する施設整備責補助の仕組み  

（現行の保育所に対する施設整備費補助の仕組み）   

○市町村が策定する整備計画に基づいて、以下の設置主体が保育所の施設整備（新設・修繕増築等）を行う   

場合に、定員規模、地域等に応じて、補助を行うもの。   

《対象法人》   

社会福祉法人、学校法人（幼保連携型認定こども園の保育所部分）、日本赤十字社、公益法人   

（※株式会社、NPO法人は対象外。なお、公立保育所の施設整備については平成18年度に一般財源化。）   

《国庫補助単価》定員90名の新設の場合1施設当たり6千万円（事業費ベース1億2千万円）※加算により異なる   

《費用負担》 定額国1／2相当、市町村1／4相当、設置者1／4相当  
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現行の保育所運営費の仕組み  

（現行の保育所運営費の仕組み）  

○ 現行制度においては、  

（1）「基本分保育単値⊥が①地域、②定員規模、③入所児童の年齢に応じて定められ、さらに  

（2）「民間施設給与等改善費加算府職員1人当たりの平均勤続年数に応じて行われる仕組みとなっている。   

※「民間施設給与等改善費加算」については、余剰がなく給与改善等に支障を来すおそれのある民間施設における公私間   

の給与格差是正を目的にしているため、配当支出が行われている保育所については対象とならない。   

※ なお、保育単価は、あくまで国庫負担の基準として設けられており、都道府県・市町村による上乗せは可能。  

【也或東⊥の保甜価 

【民間施設給与等改善費加算率の前提となる職員1人   当たりの平均勤続年数】  

lTTT；＿一   己   L勘ilノ】‘し，J」・Ir、こ r1  
l   

】l－、 
l l⊥ニ…＿－ 二⊥  

▲l、 汀   ∴・・リー■  

＼＝・「∴「  

「、∵十ギ」  
「      ＿▼＿】  

‖汀∵，＋ ．ト  
l  

●・∴ト■∴l・：・  i．．・Jl   

・  ・ ・・  
】 l璽こ1－r lぎ・ル1  

l  

l：、   

一
 
＝
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現行の保育所運営費の使途範囲  

○ 現行制度においては、市町村から支弁された保育所運営費については、原則として、爛費・事業費   

⊆塵三ることとされており、以下の要件を満たした場合に、以下の範囲の費用に限り充当が認められている。  
（「保育所運営費の経理等について」（平成12年児発第299号厚生省児童家庭局長通知））  

最低基準の遵守など適正な運営に関する一定の基準を満たす場合  

¶∴∴工＿  
（1）人件費・管理費・事業費の各区分に関わらず、当該保育所のそれぞれの費用に充当可。  
（2）次年度以降の当該保育所の経費に充てるための①人件費積立預金、②修繕積立預金、③備品等購入   

積立預金に充当可。   

さらに、延長鮪、‾時預かり、倍 掛れ等の‾定の事業を行う齢  

○ 民間施設給与等改善費の加算額に相当する額の範囲内で、同一設置者が設置する保育所の  

（1）施設設備の整備、修繕等に要する経費、（2）保育所の土地建物の賃借料、（3）これらのための  

借入金の償還等のための支出に充当可。  

の受蕃溜果の 酌上欄する要件を満たす齢  

○ 民間施設給与等改善費の加算額に相当する観の範囲内で、同一設置者が運営する   
他の社会福祉施設等に係る施設設備の整備、修繕等に要する経費、土地t建物の  
賃借料、及びこれらのための借入金の償還等のための支出、租税公課  

○ 運営費の3か月分の範囲内で、同一設置者が設置する  
（1）保育所に係る施設設備の整備、修繕等に要する経費、土地・建物の賃借料、及びこれ   

らのための借入金の償還等のための支出、租税公課  
（2）他の子育て支援事業（一時預かり等）の施設設備の整備・修繕等に要する経費、及び  

これらのための借入金の償還等のための支出  

※当該保育所を設置する法人本部の運営経費へ充当するためには、さらに、前期末支払資金残高の取り崩しについて、市町村  

（社会福祉法人の場合は理事会）の承認を得て、運営に支障が生じない範囲内において行う必要がある。  37  

現行の保育サービスの必要性の判断基準  

（「保育に欠ける」判断の仕組み（D一政令による基準）   

○ 市町村が、保育の実施義務を負う対象である「保育に欠ける」児童であるか否かの判断については、「政令   
で定める基準」に従い、「条例で定める事由」によることとされている。   

O「政令で定める基準」としては、   
以下のいずれかに該当   

＋   

夜護者と同居親族等が児童の保育ができない場合とされている。  

《保護者の置かれている状況に関する要件》   
（D 昼間労働することを常態   
② 同居親族の介護   

《保護者の心身の状況に関する要件》   
③ 妊娠中又は出産直後   
④ 疾病、負傷、又lち心身の障害  

《その他》   
⑤ 災害復旧時   
⑥ その他（「前各号に類する状態」）   

◎ 児童福祉法施行令（昭和22年法律第164号）  
第二十七条 法第二十四条第一項の規定による保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより当該児童を保育するこ   

とができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。   
一 昼間労働することを常態としていること。   
ニ 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。   
三 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。   
四 同居の親族を常時介護していること。   
五 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。   
大 前各号に類する状態にあること。  
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（「保育に欠ける」判断の仕組み②一条例による基準）   

○各市町村においては、「政令で定める基準」に従い、「条例で定める」事由により、「保育に欠ける」児童である   
か否かを判断するが、政令とほぼ同内容の条例準則のほか、以下の事項について、個鮎通知で解釈皇提重   
している。  

（D 求職中でも入所申込みが可能【平成12年通知】   

② 下の子の育児休業盈鎧に際しての上の子の取扱いについては、次年度に小学校入学であるなど  

「入所児童の環境の変化に留意する必要がある場合」、「発達上環境の変化が好ましくない場合」は、  
継続入所で差し支えない。【平成14年通知】   

③ 母子家庭及び父王墓庭については、優先的に取扱うこと。【平成15年通知】※「母子及び寡婦福祉法」で規定   
④ 虐待防止の観点から、保育の実施が必要な児童については、優先的に取扱うこと。【平成16年通知】※「児童  

虐待の  防止に閲す  

○ 実際の判断基準となる各市町村の条例を見ると、おおむね以下の傾向が見られる。   

《都市部（待機児童の多い市町村）》  

・相対的に詳細かつ厳盈な内容。  

・①政令各号で明記する事由（就労／妊娠・出産／（養育者の）疾病t障害／同居親族介護）により  
基本的な優先度を決定し、②同優先ランク内の調啓指数として、その他の事由（母子家庭、虐待等）を  
用いる構造となっているところが多い。  

《その他（待機児童の少ない市町村）》  
・ 相対的に大括りで幅広く認めることが可能な内容  

・ 政令各号で明記されていない事由（母子家庭、虐待等）については、条例においても明記されていない  

ところが多い。  

入所基準（条例）の実例（D（神奈川県横浜市）  
《人口365万人（平成20年9月1日現在）、待機児童707人（平成20年4月1日現在）》  

6 入所選考基準が同一ランクでの調整指数一覧表  
平ノ柁Jり年1芦I亡ケ′亡 

揉r司一ランクで並んだぼ苗は、以下の1貞日に綾当する成合に「洞整指数亡してそれぞれの晴巳に点班をつります．  

※ この点敬が局い汚から順執こ層琶します，なお，吉周塑椙脚の点数が局い万でぁってもぅンクの逆中山はありません。  

5 保育所の入所選考基準  
（茎j堅の考え万〕   

＊ランクま、A8CロEFGの順に入所の順位が高    いものとし書   
ーお父己ん、お母さんでランクが零なるⅠ罵合：才、順    ．1立の低いラニ   

十同居している祖父母力†65紙未満のⅠ震合、保育可毒    Eな方とみな   

き覆い事を証8月する吉多田l妻苓を忘出することが必    審てす。   

＝k障害児・児妄福領の観点かち保育に欠†   ブる児芸に  ついては．こ   

選考します．  
「ランク表」  人選考に当た∴て応、保蕎が膨℡硯理由側の下頁己の   
「その他の世帯状況」とともに箸缶書的に保育に欠了    る曜l三を判扇   

ます。  
お父さん、   1つ 工相  采育できなし   

居宅外労l軌 【外勤・居宅外  

働いている。   
自営）  月16日1父上かつ1日4時  間以  

月16日以上凸、つ1白7時間以  

月16［】1以上わ＼つ＝ヨ41愕閤以上   ！昂天満のf士   

2   月20日以上わ、つ1〔〕8暗闇以上、  
眉毛内労働 l内勤・居宅内  

てし＼る。   
自宅）  兼備、蘭 

宰に内定し  
月16日L点上力＼つ1日48  

3  お母さんが出産又は出産予定日の前   纏名8週間J  
＝■＝        の三筆備又は休喪章要する．  

4‖）   入院琶美烏入院に相当する冶寧や受   拇を象する〔   
病気・けが  ている一号合。  

、保育」び 

臥 廼4  日以上の安古  
なl景合，  

4（2） 心象の障害  尋体障害書手帳1～2銀、縞昭害   苔t某餞福祉享   要の苧ヰ長こ療育手－帳）の交付を重け   ていて、保育  
皇位腹塞書手帽3蛾の交付を受けて   いて、保育力  

舅†本横害毒手帳4級の・交付蚕▼空けて   いて、保育乃   

5   臥床壱・重度心雑書蓄（児）の∩   L！悪や入院・嶺   
顎族の／一書象  のため．過5日1山上かつ1日8時間   以上保育が巨  

病人やl皇軍苔（児）のr「E  堅l〇入院・  退院・適所G  
4日以上かつ1日7時間山上保胃が   困難なl葛合。  

病人や）煙害苔（l見）のノー癖や入院・   通院▲】丘所¢  
4日以上力、つ1日4時間1以上保胃が   闇至轄な溝合。   

6   扁罠、吼水害、火災その他の災害二   よ〝）自宅や1   
三に吉の盲≧旧への従事  いる．  

7  試月附こ必要な技能署愕のために口説某   吉川純校、専F  
連字  適っている。  
8   求職中  （入所期間は3右、月です   u そ（0期間「   
求職中  になりますu 二〉  

9 ひとり絶世帯  ひとり現世高二引こおいて、就労、事 より、日巾の促進力†回られると儀血   賂活動、臓璽 保健ヒンター  等  （求q瓢中の入所卯憎旧3灯用てす 。   その郎置1内に  
なります．〉  

10   児壷た祉の視点から、ほ祉保温せン   タ一員が指．   
その他  が高いと判断した嬬合。  
（‡試1二・ お父さん、才コ母さんがい石モい土   罵合lま、  モの他の保胡   

（猿2二・ Aランク乃＼つ2ランクアップ相当亡して選考します   

その他の1空帯状況  
、所の順位が高いものとします∩  
・，■ゝlわ氏‾‾「  【ランクアップニq日】   

震合、保育可毒Eな方とみなし′ます。その甥合、保胃で     爪からみは各項目1ラ   
；することが必   審てす。  ンクずつ、（勤は2ラン   

欠ける児芸については．この道琶茎主筆を墜に別途に     ク、最高で2ランクまで  
アップします   

托馴別の下頁己の「ランク表」に塁つ至A（ノGの順に区封し     ※左記「9ひとり観世♯ がは  

等」適用される場合 ラ  

1控由、し状況  （‡ひとり覿せ縛蠣  

li生活優性世帯  

（ヨ生l十中■b書の失■   

乗湘、働いている。   C  ・亭横浜保雷重・嚢虫保  
こ内定している。   ■字l祉■・R可乳兄  俣★析■の牢■兄  

！昂天満のf士雷に内定してし＼る，   

いている∪   
（卒虚】時に青児休集 中だった方で雛■輝  

に申込きする■台  
を含む）  

（5雷休のため退所し． 再入所する■合  
D      いている。  

こ内定している。   E   

く1叫針よせ先ポ位では ありません 

。  

5産予定日の前後名8週間の＃月間にあって、出産 ‾ 
．  

iする冶寧や牽強を象する自宅痔鼓て矧こ病臥し  
【同一ランクで並んだ■  

常時囲粍な場合。   B  合の遺著】   

）4暗闇、廼4日以上の安静が必要で保胃ガ協動  ∈  l司－・ランクで並んだ場合 は以下の状況を調彗指叡  

銀、縞昭塞ぎ保健福祉剰長1～3娘、  
により、選考します。  

の交付を重けていて、保育が索l侍匪I難なJ弗合．   （裏面参照）      A  

交付香■受けていて、保育が国難な1集合t  B  （！－¶内在住  

・交付蚕▼空けていて、保育が匡】帯な】房合⊂  †Z－俣書の代替手攫  
手書て支t暮春となる  同居欄膿の有■など  

A  ＼つ1日8時間以上保育が匝発なt葛合。   
）r「E  堅や入院・退院・適所の付き添いのた灯）、唱     （争世帯の状況   
聞出上保胃が同飛な堰合  B         袖介撞着の有■など  

l蔓〉就労状況  リー癖  や入院・通院▲】丘所の付き讃し1のた適ゝ閲   巨  間1以上保胃が闇洋な溝合     夜勤を伴 

う変則血闇  
ざの他の災害により自宅や，止悶の手蔓旧に当たって  の有九など  

⑥ひとり♯世帯書  
（さ〉きょうだいの状況  

きょうだい同一施設  
入所や多子世帯など  
．；‾」」．■1  

＼て 就労 事賂活動 臓尭訓練三吉を行うことに  
ヨられ  ると福祉保健ヒンター長が判E折したl雲合、   

l千】－（アはt先順位では  
ありません。  

ほ祉保温センター長が指に序言に欠ける聖急虎    A  
いZ〉   

巨い土  罵合lま、モの他の俣差等者｛   

フ相当亡して選考します∩  

I勺習  l腐苓   

申込児買を65歳末満の報族に預けている   

中云閻（中云居を伴うⅠ罵合及びきょうだい同時入所のための甥合は除  1     く 
、認定ことも臨からの転囲は含む）  

保音の代             横浜保育室、家庭保育福祉藁、認可乳児保育所の卒園児（卒園時に   

3   

召戸ります。  つし1て は．左岩己  
保育の  

みの利用は含まない）  風力†あるⅠ芸合に ¢良ります。   
児妄を月覇王観で見ている   しノます。  

児窒が危日興李伴うⅠ買】矧こいる   
保有の代替手段に関して、上吉己以外のⅠ葛合   ○  

保！空曹が阜†本陣言古事一帳1．2鞭・愛の手帳（療育羊帳）・精神障害  2  元のランクの類型が「心   酋保健福祉≠帽1．2．3細の一つに≡亥当する1罵言またはそnと同程度  
の陣善があると：好められ′る心身障害者の1易合  身の障害」のときは加点  

世帯の  
状況  

手岳祉手帳を持っている吾がいて介護している場合  
（当息女児売文は保喜誓書がこれらの手帳を持っているⅠ集合は隋＜）  元のランクの類型が「筆罠  

族のr「護」のときは加点  

しまt壬ん。   同居家庭内に要介吾監1以上の認定書力くいて∩詳している甥合（在宅介  ■   三雲に限るl   

市内在住  市外在住者〔手荒入予定畜は除く）   －8  

単身赴」王   

居宅外l∃営業であるが、町顎土易が【∃宅にl井指している   

一方諸実績が1か月末満であるt堕∃有   

拭労状況  
＜同・－ランク・同一；用整指穀で並んだときの選考＞  
滋†司一一ランク・r司一網整1盲饗文で並ん7三ときは、以下の順に考慮して選考します。  

類型閻の優先順位再ト）せ〉の順）  
㊥三走害（召．疾病・¢草書・萱」居宅外労働・毒すγ護魯ひとり寒月等・二萱居宅内う引動も啓宅外・内岩偲  
（内定）説眈学琴昏出産 凝・求職中   

2  両鷲尾のうち一方わ勺委靭を伴う変則勤務てある世蒜   

3  時間的・禁裏君的1旬乗力の弓杢さ   

4  保胃の†鼠力畜の有】搾   

5  喪育している小学生以下の手どもの人扱が多い世帯   

経〉斉的状況ほ剰錦所愕金懐Iが低い世帯  
6        た7三し、4月1日入所は、前年の1王罠税鰐で判定するⅠ焉合もあります  

（勤王男先からの交†寸が間に合わない琴のやむ奄得ない1写合奄除き、証明がある香が優先）   
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入所基準（条例）の実例②（山口県山口市）   
《人口19．1万人（平成20年9月1日現在）》  

○山口市保育の実施に関する条例  

（平成17年条例第95号）  
（4）疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神   

若しくは身体に障害を有していること。  

（5）長期にわたり疾病の状態にある、又は精   

神若しくは身体に障害を有する同居の家   

族を常時介護していること。  

（6）震災、風水害、火災その他の災害の復   

旧に当たっていること。  

（7）市長が認める前各号に類する状態にあ  

ること。  

（委任）  

第3条 この条例に定めるもののほか、申込手  

続その他保育の実施に関し必要な事項は、  

規則で定める。  

附 則  

この条例は、平成17年10月1日から施行する。  

（趣旨）  

第1条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律   

第164号）第24条第1項の規定に基づき、保育   

の実施に関し必要な事項を定めるものとする。  

（保育の実施基準）  

第2条 保育の実施は、児童の保護者のいずれ   

もが次の各号のいずれかに該当することによ   

り、当該児童を保育することができないと認め   

られる場合であって、かつ、同居の親族その他   

の者が当該児童を保育することができないと   

認められる場合に行うものとする。  

（1）昼間に居宅外で労働することを常態として   

いること。  

（2）昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の   

家事以外の労働をすることを常態としている   

こと。  

（3）妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。  
（資料）山口市例規集より抜粋 41  

入所基準（条例）の実例③（福井県小浜市）  
《人口3．2万人（平成20年8月1日現在）》  
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保育内容  

保育環境  

職員  

監査、評価  

保育の質を支える仕組み  

○ 保育所保育指針（ガイドライン）  

（保育の目標、ねらい・内容、保育計画、健康・安全等）  

○ 児童福祉施設最低基準   

（職員i配置、施設設備等）  

○ 保育士資格  

（指定保育士養成施設（2年以上）の卒業又は国家試験合格）  

○ 保育士の研修  

○ 都道府県による監査  

○ 第三者評価（保育内容・方法、保育所の運営管理等）  

保育の質の向上のための取組について  

1保育所保育指針の改定（平成21年4月1日施行）  

○子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化する中で・保育所に期待される役割が深化・拡大していることを踏まえ、子どもの保育や保護者への支援等を通じて  
適切にその役割や機能を発揮できるよう、保育の内容の質を高める観点から、保育所保育指針の改定を行い、これを推進する。  

2「保育所における茸の向上のためのアクションプログラム」（平成20年3月28日公表）の推進  

O「新待機児童ゼロ作戦」において、「国及び地方公共団体において、保育所における質の向上のためのアクションプログラムを策定し、質の向上のための  
保育所の取組を支援する」こととされた。  

○これを受けて、今般、国として、保育の質の向上に資する保育所における各種の取組を支援する観点から、囲が取り組む施策及び地方公共団体が  
取り組むことが望まれる施策に関する総合的なアクションプログラムを策定し、推進しているところ。  

3 保育所の施設設備に関するt低基準の見直し  

○保育所の最低基準における面積基準については、「制定以来ほとんど改正されておらず、中には明確な科学的な根拠がないままに長年適用されてしまっ  
ているものも少なくない」との指摘を受けているところ。  

○そこで、機能面に着目した保育所の空掛環境に係る科学的・実証的な検証を平成20年度に行うこととし、この結果を受けて、保育所の施設設備に関する  
最低基準を見直すこととしている。  

4 保育士の確保方策の推進  

予算概算要束事嗅と  

（1）保育士の需給状況等に関する調査研究  

今後の保育士の需給状況に関する調査研究を行うとともに、保育士資格を取得していながら就労していない保育士に対して、今後の就労意欲等の調査、   
再就職に際する問題点等を分析する。  

（2）保育士の再就織支援研修等  

大都市圏（東京・愛知・大阪）に設置する「福祉人材ハローワーク（仮称）」において、福祉人材確保対策の一環として、保育士資格保有者である求職者の   
再就職支援のために、きめ細やかな職業相談・職業紹介、再就職支援研修をモデル事業として行う。   

卿 得の推進   

幼稚園教諭免許取得者が保育士資格を取得するには、指定保育士養成施設を卒業するか、保育士試験に合格することが必要であったが、これに加えて、  
保育士資格を取得するために足りない単位を別途取得できるようにすることを検討する。  
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児童福祉施設最低基準  

○ 保育所は、乳幼児が1日の生活時間の大半を過ごすところであり、その保育   

サービスの質を確保する観点から、国として児童福祉施設最低基準を定めている。  

［主な内容］  

；＜職員配置基準＞  

保育士  

0歳児 3人に保育士1人（3：1）   1・2歳児  6：1  

3歳児  20：1  4歳以上児  30：1  
※ただし、保育士は最低2名以上配置   

保育士の他、嘱託医及び調理員は必置  ※調理業務を全て委託する場合は、調理員を置かなくても可  
l  

l ；＜設備の基準＞   

0、1歳児を入所させる保育所：乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所  
→ 乳児室の面積：1，65ポ以上／人  ほふく室の面積：3．3ポ以上／人  

2歳以上児を入所させる保育所：保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理室及び便所  
l  

※屋外遊戯場については公園等の付近の代替施設でも可  
l  

→ 保育室又は遊戯室の面積 ＝1．98ポ以上／人 屋外遊戯場の面積＝3．3ポ以上／人  
l  

l＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿＿＿■＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
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保育所保育士配置基準  

乳 児  1 歳  2 歳  3 歳  4歳以上   

中央児童福祉  3：1  
審議会の意見具申  43年度：  6：1   20：1  3く〕：1  

（昭和37年度）  意見具申：   

23～26年度   10：1  30：1   

27～36   10：1  （10：1）  30：1   

37 ■ 38   10：1（9：1）  30 ニ1   

39   8：1  9：1   30：1   

40   ＄：1  30：1   

41   （7：1）  30：1   

42   6：1  30：1   

43   6：1  （25：1）：30：1   

44～平成9  （3：1）  6：1  20：1  30：1   

平成10～   3：1   6：1  20：1  30：1   

（1 人）  

（1人）  

（注）1．配置基準は、最低基準による。  

2．（）内ほ、保育所運営費上あるいほ他の補助金による配置基準等である。  

46   




